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はじめに 

 

わが国の障害者施策は、平成 15 年に支援費制度が導入され、平成 18 年 4 月には、

身体障害、知的障害、精神障害にかかわらずサービスを利用する仕組みを一元化し、

施設・事業の再編や障害者の就労支援強化などをめざす障害者自立支援法が一部施行

（平成 18 年 10 月全面施行）される等、大きな転換期を迎えています。 

墨田区では、障害者施策の推進を図るための基本的な指針を示すものとして、平成

13年に「すみだノーマライゼーション推進プラン21～第 3期墨田区障害者行動計画（前

期）～」を策定（平成 18 年 3 月後期計画策定）し、グループホームの整備や交通バリ

アフリー基本構想の策定、障害者就労支援センターの開設等、障害者施策の着実な推

進を図ってまいりました。 

この墨田区障害福祉計画（前期）は、障害福祉サービスの安定かつ円滑な提供を図

る体制づくりを推進するために、障害者自立支援法に基づき策定されるものであると

ともに、「すみだノーマライゼーション推進プラン 21～第 3 期墨田区障害者行動計画

～」や「区民の健康づくり総合計画」の部分計画として位置づけられ、障害をお持ち

の方々を取り巻く環境の変化や高齢化、障害の重度化等の様々な課題に適切に対応し、

本区における障害者福祉の一層の向上を図るために、墨田区の特性を踏まえながら策

定したものです。          

計画の策定にあたりましては、障害者団体、障害福祉サービス提供事業者、養護学

校の代表者等を構成員とする障害福祉計画作成委員会を設け、協議するとともに、墨

田区障害者施策推進協議会等と連携、調整を図ってまいりました。また、関係者団体

へのヒアリングやパブリックコメント等も実施し、区民の皆様のご意見やご要望を取

り入れながら、とりまとめたものです。 

「墨田区障害福祉計画」の着実な推進により、人と人とのふれあい・支えあいによる、

やさしいまちづくりの実現、温かみのある地域社会の実現をめざして、今後も区民の

皆様とともに努力してまいります。 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 19 年 3 月                        

墨田区長 山﨑 昇 
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